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イノシシなど有害鳥獣からの農作物
被害を防止するため、電気柵や金網
柵等の設置を支援しています。
対象  以下の全てを満たす方
　    ①市内に住民登録がある②設置

希望の水田・農地が市内にある
③農作物を生産販売している農
業者（家庭菜園・ 良心市のみで
の販売は除く）

対象経費▶電気柵、ワイヤーメッシュ
柵、金網柵等の資材購入費（税抜き）
補助率▶2分の1以内
補助金上限額▶20万円
ほか  資材購入前・施工前に相談と申

請が必要です。 申請前に購入・
施工した資材等は補助対象外と
なります。予算がなくなり次第、
終了となります。

AB農林水産課☎823-9458

町内会等が管理する公衆街路灯の新
規設置費、既存の灯具をLED化する
ための経費を補助します。
新規設置▶1灯当たり共架式1万円
以内、小柱式2万円以内
LED灯具への取り替え▶1灯当たり
1万2,000円以内
申込  直接・FAX・郵送のいずれかで。

申請書一式は、4月上旬に町内
会等へ発送しています。

ほか 予算がなくなり次第終了。
AB〒780-8571 本町5-1-45
本庁舎3階　くらし・交通安全課
☎823-9487、FAX823-7858

鳥獣被害防止柵の設置を
支援します

公衆街路灯設置費等補助金
（新規設置・LED取り替え）

就職や進学に不安を感じている、
15～49歳の方とその家族を対象に
個別相談会を実施します。申し込み
不要。
日時  5月13日㈯11時～17時
場所  オーテピア高知図書館3階 グル

ープ室5
Bこうち若者サポートステーション
☎844-3411

「災害からいのちを守る赤十字の活
動」へのご理解と、赤十字活動資金
へのご協力をお願いします。
B日本赤十字社高知県支部高知市
地区☎823-9570

3月1日～5月31日は、 春期「緑の
募金強化期間」です。寄せられた募
金は、県内の森や緑を守り、増やす
ための活動や子どもたちの森林環境
学習、体験イベント等に役立ててい
ます。募金箱は、新エネルギー・環
境政策課窓口（本庁舎5階）、量販店、
金融機関等に設置されていますの
で、ご協力をよろしくお願いします。
B高知県森と緑の会高知市支部
☎823-9209

若者サポートステー
ション進路相談会

毎年5月は
赤十字運動月間です

緑の募金に
ご協力ください

対象  単独処理浄化槽またはくみ取り
便槽を合併処理浄化槽に転換す
る個人の住宅

補助金額上限額▶①浄化槽設置費
5人槽33万2,000円、7 ～ 10人槽
41万4,000円②単独処理浄化槽の
撤去処分費9万円③くみ取り便槽の
撤去処分費3万円④配管費9万円。
いずれも1,000円未満の端数は切り
捨て。

募集期間 補助対象工期
令和5年度募集日程

5月8日㈪～12日㈮
6月5日㈪～9日㈮
7月3日㈪～7日㈮
8月1日㈫～4日㈮
9月4日㈪～8日㈮
10月2日㈪～6日㈮
11月6日㈪～10日㈮

6月1日㈭～9月30日㈯
7月1日㈯～10月31日㈫
8月1日㈫～11月30日㈭
9月1日㈮～12月31日㈰
10月1日㈰～1月31日㈬
11月1日㈬～2月29日㈭
12月1日㈮～2月29日㈭

AB環境保全課☎823-9471

4月1日から全ての自転車利用者の
ヘルメット着用が努力義務となりま
した。自転車乗車中の交通事故で亡
くなられた方のうち、約6割が頭部
に致命傷を負っています。万一の事
故から大切な命
を守るため、自
転車に乗るとき
はヘルメットを
着 用 し ま し ょ
う。
Bくらし・交通安全課☎823-9487

浄化槽の設置を補助します

5月11日㈭〜20日㈯は
春の全国交通安全運動

子育ての手助けができる有償の援助
会員を募集しています。登録を希望
される方は講習（2日間）の受講が必
要です。
対象   市内在住で18歳以上の健康な方
日時  6月8日㈭・9日㈮9時～17時
場所  勤労者交流館2階
　　（丸池町1-1-14）
定員  20人
申込  5月27日㈯までに、電話または

ホームページで。
託児  あり（無料・予約制）
ABこうちファミリーサポートセ
ンター☎880-5210

世界禁煙デーから始まる1週間（5月
31日～ 6月6日）は禁煙週間です。
禁煙後2～3週間で心臓や血管など
循環機能が改善、1～9カ月で咳や
痰がなくなり呼吸機能が改善すると
もいわれ、禁煙は始めた直後から多
くのメリットがあります。世界禁煙
デー・禁煙週間を機に禁煙にチャレ
ンジしませんか。禁煙に関するご相
談はご連絡ください。

▲市立旭保育園令和４年度年長児作
B健康増進課☎803-8005

「第4次高知市食育推進計画」の基礎
資料として活用させていただきます
ので、ご協力をお願いします。調査
票は、対象者に順次発送しています。
対象  20歳以上の市民2,500人（無作

為抽出）
回答期限▶5月31日㈬まで
B健康増進課☎803-8005

地域の子育て始めませんか
子育て援助会員募集

5月31日は
世界禁煙デー

食育に関するアンケ－ト
調査にご協力ください

納付書のバーコードを、対応する決
済アプリで読み取って決済するだけ
で、国民年金保険料をお支払いでき
るようになりました。事前登録は不
要で、24時間いつでも手軽にお支
払いができ、大変便利です。
B高知東年金事務所☎831-4430、
高知西年金事務所☎875-1717

全国一斉に行われるシステムメンテ
ナンスのため、4月29日（土・祝）から
5月7日㈰まで、マイナンバー関係の
一部手続きが休止となりますので、
ご注意ください。

手続き内容 可否
期間中の手続き可否一覧

氏名の変更
市内間転居をされた方の住所変更
暗証番号の初期化（ロック解除）
電子証明書の発行・更新
市外から転入された方の住所変更
外国人の方の在留期間更新に伴う
カードの有効期間変更
一時停止解除
カードの受け取り

×
×
×
×
○

○
※

○

※カード申請後に氏名や住所が変わ
った方など、一部の方は後日簡易書
留郵便でのお届けとなります。また、
○の手続きについても一部の方は後
日簡易書留郵便でのお届けとなるこ
とがあります。
B中央窓口センターマイナンバー
交付担当☎823-9455

国民年金保険料を
アプリでも支払えます

大型連休中のマイナンバー
業務を一部休止します

国保の加入・脱退には手続きが必要
です。また、本庁舎の窓口では、国
保加入時に口座
振替の登録も可
能です。

B保険医療課資格賦課係
☎823-9360

ひとり親家庭の保護者と18歳まで
のお子さんは、事前に申請すること
で、医療機関窓口での医療費（保険
診療の自己負担分（食事療養費を除
く）と薬剤一部負担金）の支払いが
不要になります。申請後、対象の方
には受給者証を交付しますので、病
院等で提示してください。
対象  医療保険に加入しており、世帯

全員の所得税が非課税の方　　
※廃止された年少扶養控除や特
定扶養控除の上乗せ分があるも
のとして審査します。課税され
ている方でも対象となる場合が
ありますので、ご相談ください。

現在、この助成を受けている方へ▶
受給者証の有効期限は、6月30日㈮
です。4月末に更新案内をお送りし
ますので、5月中に手続きを済ませ
てください。
AB子育て給付課☎823-9447

国民健康保険の
加入・脱退

ひとり親家庭の
医療費を支援します

①所得制限限度額
扶養親族
等の数

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

②所得上限限度額

令和4年度の児童手当が不支給となった方へ令和4年度の児童手当が不支給となった方へ
令和4年度の児童手当は、令和3年分の所得が児童手当の所得上限額以上であっ
た場合、不支給となっています。令和4年分の所得が児童手当の所得上限額を下
回っていた場合、令和5年度の児童手当・特例給付が支給されますので、5月中に
申請をお願いします。期間内に申請をされた場合は、6月分から支給されます。
※児童を養育している方の所得が、下表の①（所得制限限度額）未満の場合は児童
手当を、所得が①以上②（所得上限限度額）未満の場合は法律の附則に基づく特例
給付（児童1人当たり月額一律5,000円）を支給します。

AB子育て給付課☎823-9447
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ホタルの指定保護区域

高知自動車道
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② 名切川上流
③ 久万川① 鏡川水系

行川川

おも谷川

大筋川

宗安寺橋宗安寺橋

市では、ホタルの乱獲防止や保護を目的に「高知市ほたる条例」を制定しており、市内全域
でホタル（卵から成虫まで）の捕獲・殺傷を禁止しています（一時捕獲を除く）。また、市内6
カ所のホタルの指定保護区域では、ホタルの餌となるカワニナの捕獲・殺傷なども禁止して
います。ただし、ホタルの保護増殖・調査・環境学習などのために市長が許可した場合に限り、
ホタルやカワニナの捕獲などができます。詳しくはお問い合わせください。

指定保護区域
①鏡川水系（宗安寺橋より上流全域）
②名切川上流（北谷橋より上流）
③久万川（中久万橋から西久万400番4地
　先の柿内頭首工まで）
④宇賀谷川（市道長浜46号線より上流）
⑤内ノ谷川（行吉橋より上流）
⑥長谷川

ホタル保 護 に ご 協力を

B新エネルギー・環境政策課☎823-9209

初夏の夜に飛び始めるホタル。ホ
タルは音に敏感です。そっと静か
に観賞しましょう。また、ホタル
は子孫を残すために光によって交
信します。懐中電灯や車のライト
などの強い光で直接ホタルを照ら
さないようにしましょう。

ホタル観賞のマナー
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